
音楽学科 12 3 0 0 15 10 5 17.2 0

美術学科 10 0 4 0 14 10 5 20.9 0

22 3 4 0 29 20 10 19.0 0

社会学部 地域社会学科 7 1 5 0 13 12 6 20.1 0

7 1 5 0 13 12 6 20.1 0

29 4 9 0 42 44 22 19.3 0
・学長は芸術学部音楽学科に所属する。

5 4 4 0 13 8 3 11.9 1
5 4 4 0 13 8 3 11.9 1

5 4 4 0 13 11 4 11.9 1

短期大学設置基準
第22条別表第一ロ

合　　計

短期大学全体の収容定員に応
じ定める専任教員数

・副学長は社会学部地域社会学科に所属する。

専任教員
１人あたりの在

籍学生数
学科等

保育科
学科計

必要専任
教員数

必要専任
教授数

専任教員数
短期大学設置基準
第22条別表第一イ

1 -

准教授 講　師

専任教員数
大学設置基準
第10条別表第一

助　手

教　授 准教授 講　師 助　教 計
必要専任
教員数

必要専任
教授数

-

大学設置基準
第10条別表第二

- - - 12 6 -

助　教 計

芸術学部

学部計

学部計

- -

-

教員組織及び職階別専任教員数（2023年５月１日現在）

【札幌大谷大学】

大学全体の収容定員に
応じ定める専任教員数

専任教員
１人あたりの在

籍学生数

【札幌大谷大学短期大学部】

- - - - - 3

合　　計

学部・学科等

助　手

教　授


